業務請負契約書
発注者　琴浦町長　　　　　　　（以下「甲」という。）と受注者　　　　　（以下「乙」という。）は、「（業務名）」について、次のとおり契約を締結する。

第１条　甲が、乙から購入する物品名、材質、規格及び数量は、次のとおりとする。

（１）　品　名
（２）　材　質

（３）　規　格
（４）　数　量
第２条　契約金額は、金　　　　　　円とする。

（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額　金　　　　　円）
第３条　契約保証金は、金　　　　　　円とする。

※契約保証金を免除するときは「免除」と記入すること。
第４条　納入期限及び場所は、次のとおりとする。

（１）納入期限　　　　年　　月　　日

（２）納入場所　　琴浦町大字
第５条　乙は、物品を納入するときは、納品書を提出し、甲は、その提出を受けた日から起算して１０日以内に、物品検収員をして、乙の立会いの上、当該物品を検収するものとする。

　　２　乙は、検収に立会いできないときは、代理人を立会いさせるものとする。

　　３　物品の所有権は、検収に合格したときに乙から甲に移転するものとし、移転前に生じた損害及び検収のために必要な費用は、乙の負担とする。
第６条　乙は、第５条の検収の結果、不合格となったものについて、納入期限に残期間があるときにはその期日までに、残期間がないときには甲の指定する期間内にこれの取替えを行わなければならない。この場合における検収は第５条の定めるところによる。

第７条　甲は、物品の納入が完了した後において、乙から適法な支払請求書を受理したときは、その日から起算して３０日以内に、乙に対して代価を支払うものとする。

第８条　甲は、自己の責めに帰すべき理由により、代価の支払いを遅延した場合においては、乙に対して支払いの日までの日数に応じ、年３．６％の割合で計算した額の支払い遅延利息を支払うものとする。

第９条　甲は、乙が納入期限までに物品を納入しない場合は、損害金の支払いを請求することができる。

第１０条　乙は、納入物品の引渡し後、１年間はその隠れたる瑕疵について補修の責めを負わなければならない。

第１１条　甲は、乙が次の各号の一に該当する場合は、この契約の全部、又は一部を解除することができる。
（１）乙が、期限内に契約を履行しないとき。又は履行の見込みがないと認められる場合

（２）乙から契約解除の申し出があった場合

（３）乙が契約の履行について、不正の行為をした場合

（４）その他、乙又はその代理人がこの契約に違反した場合

２　前項の規定によって契約を解除したときは、乙の納付した契約保証金は、甲に帰属するものとする。契約保証金を納入していないときは、乙は損害賠償として契約金額の１００分の５に相当する額を甲に納付するものとする。

第１２条　乙は、知り得た甲の業務上の秘密を外部に漏らし又は他の目的に利用してはならない。

第１３条　乙は、この契約から生ずる債権を第三者に売り渡し、又は担保に供さないものとする。

２　乙は、第三者に債務の弁済を行わせないものとする。

第１４条　この契約により難い事情が生じたとき、又はこの契約について疑義が生じたときは、甲乙協議するものとする。

この契約を証するため、この証書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各自１通を保持するものとする。

　　　　　　年　　月　　日

甲　住　　　所
　　氏　　　名
　　　　　　　　　　　　　乙　住　　　所
　　　　　　　　　　　　　　　名称又は商号
　　　　　　　　　　　　　　　代表者氏名






